






イ ダイオキシン類対策特別措置法による規制

ダイオキシン類対策特別措置法では、大気基

準適用施設として５種類の特定施設、水質基準

対象施設として16種類の特定施設を規制対象

としています。

平成17（2005）年３月31日現在の県内にお

ける大気基準適用施設は294施設、水質基準対

象施設は69施設です。（資料編２－28参照）

ウ 三重県生活環境の保全に関する条例等による

規制

三重県生活環境の保全に関する条例では、大

気汚染防止法の規制対象外の施設（指定施設）

及び有害物質について規制しています。さらに

四日市地域については、一定基準以上の工場等

を対象に、窒素酸化物に係る総排出量規制、上

乗せ条例によるばいじんの排出基準の上乗せ規

制を実施しています。

平成17（2005）年３月31日現在のばい煙に

係る指定施設は556工場・事業場に3,621施設、

粉じんに係る指定施設は736工場・事業場に

4,194施設、炭化水素に係る指定施設は26工

場・事業場に439施設が設置されています。

（以上、四日市市管轄分を除く）

（ア) 窒素酸化物に係る総排出量規制

昭和49（1974）年から四日市地域におい

て、窒素酸化物の総排出量規制を実施してお

り、昭和53（1978）年に二酸化窒素に係る

環境基準が改定されたことに伴い総排出量規

制の見直しを行いました。さらに、平成４

（1992）年に窒素酸化物排出係数を改訂し、

規制を強化しました。

（イ) 炭化水素系物質の規制

貯蔵タンク等から炭化水素系物質の漏出を

防止するため、一定規模以上の貯蔵施設（原

油、揮発油、ナフサ等の貯蔵能力が5,000;

以上の貯蔵施設等）について、構造・使用管

理基準を設け、規制を行っています。

エ 緊急時の措置

大気汚染防止法に基づき、硫黄酸化物、浮遊

粒子状物質、二酸化窒素及び光化学オキシダン

トについて、緊急時における措置を講じていま

す。平成16（2004）年度は、硫黄酸化物、浮

遊粒子状物質及び二酸化窒素については、予報

等の発令による緊急時の措置はありませんでし

た。

オ 立入検査（四日市市管轄分を除く）

平成16（2004）年度は、延べ186工場・事業

場に立入検査を行い、ばいじん、窒素酸化物等

の延べ59項目について、排出ガス検査を実施し

ました。その結果、１項目（１工場）が排出基

準に不適合であったため、改善を指導しました。
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2－1 自動車環境対策の推進
) 現状

近年、産業経済の発展や都市化の進展を背景と

して大型車やディーゼル自動車等の交通量が増加

し、都市部や主要幹線道路沿道においては、窒素

酸化物や粒子状物質による大気汚染が顕在化して

います。

平成16（2004）年度は、県内６ヶ所の全ての

自排局において、二酸化窒素及び浮遊粒子状物質

の両物質とも環境基準を達成しましたが、二酸化

窒素の県環境保全目標（年平均0.020ppm）につ

いては、全ての自排局で超過しており、県内の一

般環境測定局に比べ高い状況となっています。

* 自動車NOx・PM法（自動車から排出される窒

素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量

の削減等に関する特別措置法）

ア 背景

都市地域における窒素酸化物による大気汚染

については、自動車NOx法（自動車から排出さ

れる窒素酸化物の特定地域における総量の削減

等に関する特別措置法）（平成４（1992）年）

に基づき、特別の排出基準を定めた規制（車種

規制）を初めとする施策を実施してきましたが、

自動車交通量の増大などにより、環境基準を達

成するには至っていません。

一方、近年ディーゼル自動車から排出される

粒子状物質（PM）について、発がん性のおそ

れを含む国民の健康への悪影響が懸念されてお

り、窒素酸化物とともに自動車交通に起因する

粒子状物質の削減を図る施策を新たに講ずるこ

とが強く求められています。

イ 法律の概要

平成13（2001）年の通常国会に自動車NOx

法の改正法案が提出され、同年６月に自動車

自動車環境対策の推進

28

第1章 環境への負荷が少ない資源循環型社会の構築

●
大
気
環
境
の
保
全

1章3節





・対策地域外の事業者に対する排出基準適

合車への早期代替の啓発や、国道23号、

国道１号における、排出規制不適合大型

車に対する通行抑制措置の検討等、流入

車対策の推進

・特定事業者による、自動車使用管理計画

の作成及び定期報告

ｃ．低公害車の普及促進

・低公害車の普及目標の設定（2010年で

60万台、年間新車登録台数の80％を低

公害車化）

・燃料供給施設等の整備

・国の機関及び地方公共団体による低公害

車の率先導入

・経費助成や優遇税制等の支援措置等、低

公害車の導入のための支援措置の実施

・自動車等販売者による情報提供の促進

ｄ．交通需要の調整・低減

・共同輸配送や積み合わせ配送等、事業者

における貨物自動車等の使用合理化の推

進

・「モーダルシフト」・「モーダルミック

ス」など貨物輸送手段の転換の推進

・パークアンドライド駐車場等の整備や、

バス優先レーン等の指定によるバス運行

の定時性の確保等、公共交通機関の整備

及び利便性の向上

・自家用乗用車の使用自粛等

ｅ．交通流対策の推進

・バイパス道路等の整備による交通の分散

や、道路改良、交差点改良等による交通

渋滞の解消

・総合的な駐車対策の推進

・高度交通管制システムや道路交通情報通

信システム等の整備、ノンストップ自動

料金支払いシステム（ＥＴＣ）の整備等、

交通管制システムの整備等による交通流

の円滑化

ｆ．その他

・アイドリング・ストップ運動の推進

・グリーン配送等の推進

+ 交通の円滑化対策の推進

ア 交通情報提供システム（ＡＭＩＳ）の整備

中勢・南勢地域の主要幹線道路を中心に情報

収集提供装置（光ビーコン）60基を整備しま

した。

イ 交通管制システムの拡充整備

県道四日市楠鈴鹿線（四日市市曙町～四日市

市楠町）及び国道23号（四日市市羽津町）の

信号機13基を集中制御化し、交通の円滑化を

図りました。

2－2 光化学スモッグ対策の推進
) 光化学スモッグの緊急時の措置現状

県内14地域、32関係市町村（Ｈ15.４.１におけ

る市町村の区域）を発令地域とし、緊急時の措置

を要請する対象地域としています。測定されたオ

キシダント濃度が発令基準に達した場合、その発

令地域ごとに緊急時の措置の区分（予報、注意報、

警報、重大警報の４種類）に応じ、協力工場への

措置を要請します。

平成16（2004）年度の光化学スモッグの発令

状況は、６月15日から８月13日までに６日間延

べ13地域に予報を発令し、６月16日には四日市

地域に注意報を発令しました。

なお、光化学スモッグによる被害届出はありま

せんでした。

* 北勢地域光化学大気汚染予測システム

光化学スモッグ注意報発令時において緊急時の

措置が速やかに実施されるよう、注意報発令に先

立ち、当日早朝に各種汚染物質濃度や気象データ

から計算した予測情報を各関係機間に提供してい

ます。

ア 対象地域

桑名地域、大安地域、四日市地域及び鈴鹿地

域の４地域としています。

イ 予測情報の内容

４地域別に、「高濃度となりやすいでしょ

う。」、「高濃度とならないでしょう。」の２段階

で予測しています。「高濃度」とはオキシダン

ト濃度の日最高値が0.120ppm以上となる場合

をいいます。
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